
令和元年度第 2回理事会議事録 

 

佐賀県国民健康保険団体連合会 

 

１ 開催日時及び場所 

  令和元年 7月 16日（火）午後 2時～午後 3時 34分 

  佐賀県国保会館 会議室 

 

２ 出席役員名 

  理 事 長   田島 健一（白石町長） 

副理事長   秀島 敏行（佐賀市長） 

常務理事   市丸 孝  （学識経験者） 

理  事   峰 達郎 （唐津市長） 

深浦 弘信（伊万里市長） 

水川 一哉 (大町町長) 

小林 博文（佐賀県建設国民健康保険組合理事長） 

川久保 三起子(佐賀県健康福祉部長)  

  監  事   橋本 康志（鳥栖市長） 

武廣 雄平（上峰町長） 

 

３ 議  題  

第２３号議案 平成 30年度佐賀県国民健康保険団体連合会事業実績の認定に 

ついて 

第２４号議案 平成30年度佐賀県国民健康保険団体連合会一般会計決算の認定

について 

第２５号議案  平成30年度佐賀県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特 

別会計決算の認定について 

第２６号議案  平成30年度佐賀県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業

特別会計決算の認定について 

第２７号議案 平成30年度佐賀県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償

求償事務共同処理特別会計決算の認定について 

第２８号議案  平成30年度佐賀県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定

保健指導等事業特別会計決算の認定について 

第２９号議案 平成30年度佐賀県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関

係業務等特別会計決算の認定について 

 



 

第３０号議案 平成30年度佐賀県国民健康保険団体連合会介護保険事業特別   

会計決算の認定について 

第３１号議案 佐賀県国民健康保険団体連合会財産の認定について 

第３２号議案 平成30年度佐賀県国民健康保険団体連合会会計別歳入歳出差引残額

の処分について 

第３３号議案 佐賀県国民健康保険団体連合会積立資産管理運用規則の一部を改正

する規則について 

第３４号議案  佐賀県国民健康保険団体連合会職員服務規程の一部を改正する規程

について 

第３５号議案  令和元年度佐賀県国民健康保険団体連合会一般会計補正予算 

第３６号議案 令和元年度佐賀県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会

計（業務勘定）補正予算 

第３７号議案 令和元年度佐賀県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業特別

会計（業務勘定）補正予算 

第３８号議案 令和元年度佐賀県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健

指導等事業特別会計（業務勘定）補正予算 

第３９号議案 令和元年度佐賀県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業

務等特別会計（業務勘定）補正予算 

第４０号議案 令和元年度佐賀県国民健康保険団体連合会介護保険事業特別会計 

（業務勘定）補正予算 

第４１号議案 令和元年度佐賀県国民健康保険団体連合会表彰規程による被表彰者

の決定について 

第４２号議案 佐賀県国民健康保険団体連合会役員の補充選任について 

第４３号議案 佐賀県国民健康保険団体連合会通常総会の招集について 

 

４ 議事の経過の要領及びその結果 

 理事及び監事、全員出席いただき、令和元年第 2回理事会が成立していることを報

告した。 

また、規約第 31条第 1項の規定により、田島理事長が議長を務めた。 

 

（理事長挨拶） 

○ 昨年４月から新たな国保制度がスタートし、一年余りが経過したところである。

佐賀県でも、昨年の連携会議で合意された令和 9年度に県内の保険税率を一本化す

るという仮目標を実現するため、県と市町が一丸となって、医療費の適正化に資す

る重複服薬者対策や特定健診未受診者対策、また、保険税収納率の向上や事務処理 



の標準化・効率化等に取り組むことができるよう、県と市町の協議が継続されてい

る。 

○ 本会においては、新国保制度の施行に合わせ、レセプト 2次点検や情報集約シス 

テムの運用等を行っており、今後とも県、市町及び国保組合の皆様との連携を密に 

し、国保制度の安定化に向け、これまで以上に保険者の支援に努めていきたい。 

○ 本日の理事会は、平成 30年度の事業実績及び会計別決算の認定のほか、歳入歳出 

差引残額の処分、規則等の一部改正、令和元年度補正予算など、21議案の審議をお 

願いする。 

 

（議決事項） 

・第 23号議案について事務局から提案説明があった。 

 理事から、介護サービスの苦情処理及び福祉医療費助成制度に関する第三者行為損

害賠償求償事務について、具体的な事例の説明を求められた。 

 これに対し、事務局から説明を行った。 

 更に、理事から審査委員会の構成及び審査基準について、説明を求められた。 

 これに対し、事務局から説明を行った。 

 その後、特に質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

・第 24号議案から第 31号議案まで事務局から提案説明があった。 

 理事から、収入予算の推計方法について、説明を求められた。 

 これに対し、事務局から説明を行った。 

 その後、特に質疑なく採決した結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

・第 32 号議案について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、全

員異議なく原案どおり可決された。 

 

・第 33号議案から第 34号議案まで事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決し

た結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

・第 35号議案から第 40号議案まで事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決し

た結果、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

・第 41 号議案について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、全

員異議なく原案どおり可決された。 

 

 



・第 42 号議案について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、全

員異議なく原案どおり可決された。 

 

・第 43 号議案について事務局から提案説明があり、特に質疑なく採決した結果、全

員異議なく原案どおり可決された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


